
 

令和元年度第２回本庄市総合教育会議 次第 
 

 
日 時 令和 元年１０月３１日（木） 

午後１時３０分～２時４５分 

場 所 職員厚生室（本庄市役所２階）  
 
 

１．開  会  
 
 

２．市長挨拶  
 
 

３．教育長挨拶  
 
 

４．議  題 

 

 「貧困家庭・外国人に対する教育サポートについて」（意見交換）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

５．その他 

 

 

６．閉  会  
 
 
                                                                      

【配布資料】  
資  料  1 ：貧 困 家 庭 等 に 属 す る 子 ど も の 支 援 に つ い て  

資  料  2 ：外 国 人 児 童 生 徒 に 関 す る 取 組 等 に つ い て  

参考資料 1：本庄市総合教育会議運営要綱  



 
貧困家庭等に属する子どもの支援について 

 
本庄市福祉部 生活自立支援課 
   （令和元年9月30日現在） 

 
【１】事業の経緯 

 全国的に貧困家庭等に属する子どもは将来の貧困率が高い傾向にある、いわゆる「貧困の 
連鎖」が課題となっており、学習環境が整わないことで高校未進学や高校中退を余儀なくさ 
れ、ひいては就職困難に至り、将来の自立を阻害する事例が報告されております。 
本市では、この「貧困の連鎖」を断ち切る方策の一つとして、平成２７年４月の生活困窮者 

自立支援法の施行と同時に、同法に基づく任意事業として生活困窮世帯の中・高校生を対象とし 

た学習支援事業を開始致しました。 

また、同法の一部法改正により、平成３１年度から従来の学習支援に加え、子どもの生活 

習慣や育成環境の改善を目的とした保護者に対する支援まで拡大されたことから、現在は保 

護者からの生活相談等も受付けるなど包括的な支援を実施しております。 

 

 

 【２】事業の概要 

  ＜子どもの学習・生活支援事業＞   

ア 事業の位置づけ：生活困窮者自立支援法に基づく任意事業（国庫補助1/2） 

イ 実施形態   ：（一社）彩の国子ども・若者支援ネットワークへ業務委託  

ウ 場所/日時   ：本庄会場(はにぽんプラザ)毎週金曜日18～20時 

           児玉会場(児玉公民館)毎週月曜日18～20時 

エ 対象者        ：生活保護世帯及び生活困窮者世帯の中・高校生  

                   （対象者 中学生24人 高校生28人）                   

オ 支援内容   ：居場所の提供、個別学習指導、進路相談、生活相談、家庭訪問 等 

カ 達成目標   ：支援対象の中・高校生が適切な進路を選択し、又は充実した学校生活 

が送れるよう支援し、中学生20人及び高校生10人を学習教室に参加さ 

せ、高校進学及び就職等の進路を決定させるもの。（平成31年度業務 

委託仕様書より抜粋） 

キ 事業実績 

       

 

 

       

 

 

      

 

 

 
 
    

  

 

 

 

  

(２８年度） ① 学習支援対象者 40 人 (中学生 25 人 / 高校生 15 人) 

うち教室参加実人数 22人 (中学生 15 人/ 高校生 7 人) 

      ② 家庭訪問のべ回数 243 回 

③ 中学 3年生進学率 5／5 人  

(２９年度） ① 学習支援対象者 45 人 (中学生 24 人 / 高校生 21 人) 

うち教室参加実人数 25人 (中学生 19 人/ 高校生 6 人) 

      ② 家庭訪問のべ回数 288 回 

③ 中学 3年生進学率 10／11 人   高校 3・4年生進路決定 6／8 人 

(３０年度） ① 学習支援対象者 56 人 (中学生 26 人 / 高校生 30 人) 

うち教室参加実人数 21人 (中学生 15 人/ 高校生 6 人) 

      ② 家庭訪問のべ回数 211 回 

③ 中学 3年生進学率 10／11 人   高校 3・4年生進路決定 2／2 人 

資料 1 



 

 

【３】現在の課題 

     本事業では、不登校傾向や養育環境に著しく問題がある場合など、直ちに手を差し伸べ

る必要がある子どもから優先的に支援が行き届くよう心がけております。 

このため、支援対象世帯の抽出については、庁内関係部署や民生・児童委員、市民の皆 

さまからの情報をもとに、積極的な家庭訪問により対象世帯の子どもと保護者にアプロー 

チをかけ、学習教室参加へと誘導しております。 

 しかしながら、対象世帯が把握出来ても子どもに学習の習慣が無いことや、保護者の就 

学意識の低さ等から、教室参加の同意が得られない場合が多いため、委託先事業者の支援 

員や当課の就学支援員が粘り強く信頼関係を構築して交流を深め、時間をかけて丁寧に子 

どもと保護者の就学意欲を喚起している状況です。 

 このため、現在の課題として、直ちに支援が必要な子どもを速やかに教室参加へ導くた 

めの方策について調査研究に取り組んでおります。  

 

 

【４】今後の展望 

     本事業は生活困窮者自立支援制度の一環として実施しておりますが、学び直しの機会だ 

けでなく、子どもの居場所としての効果が顕著にみられます。 

また、子ども同士の交流や、親族や教員以外の第３者の大人との触れ合いから、自己肯 

定感や社会性が向上し、その結果、学校に通い始めたり、自宅や学校において積極的に行 

動したりするなどプラスの効果が見られております。 

今後は、現在の事業運営を検証、改善するとともに、本事業で支援する子どもたちが学 

校や地域でより充実した生活が送れるよう、関係機関との連携を深め、情報を共有し、切 

れ目の無い支援が実施できる体制を整備して参りたいと考えております。    
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外国人児童生徒に関する取組等について 

学校教育課  

 

１ 本庄市教育委員会の取組と現状 

 ○外国人児童生徒数の増加に伴い、日本語指導教室の設置及び市費日本語指導教室補助員（通

訳）の配置により、外国人児童生徒の支援を実施。 

・日本語指導教室補助員の主な業務……授業における児童生徒への支援、学校だより等の通

知類の翻訳、通信票の翻訳、保護者面談や相談等における通訳。 

 ○日本語指導教室設置校における外国人児童生徒数等（令和元年９月２７日現在） 

学校名 日本語指導教室設置数 通訳配置人数 外国人児童生徒数 うち要日本語指導児童生徒数 

本庄東小学校 
１学級 

（Ｈ２５より設置。Ｈ２６，２７は２学級） 
２名 ６０人 １７人 

本庄西小学校 
１学級 

（Ｈ１２より設置。Ｈ１７～２７は２学級） 
１名 ２５人 ２４人 

中央小学校 
１学級 

（Ｈ４より設置） 
２名 ２７人 １３人 

児玉小学校 
現在設置なし 

(Ｈ２１～２５まで設置) 
なし ４人 ２人 

本庄西中学校 
１学級 

（Ｈ２５より設置。Ｈ２６，２７は２学級） 
１名 １９人 １１人 

 ○日本語指導教室未設置校における外国人児童生徒数（令和元年９月２７日現在） 

※本庄市立小・中学校全体では、 

外国人児童生徒数２０９人、うち要日本語指導児童生徒数７７人。（R1.9.27現在） 

外国人児童生徒数１９７人、うち要日本語指導児童生徒数５９人。（H31.4現在） 

外国人児童生徒数１８０人、うち要日本語指導児童生徒数６１人。（H30.4現在） 

 ○外国人児童生徒数への対応としては、 

①本人及び保護者との面談。本人の日本語能力に支障がない場合は、住所に基づいて就学先、

転入先を決定。 

②日本語能力に支障があると判断した場合は、保護者の送迎を条件として、日本語指導教室

が設置されている学校への就学及び転入を勧める。 

学校名 外国人児童生徒数 うち要日本語指導児童生徒数 学校名 外国人児童生徒数 うち要日本語指導児童生徒数 

本庄南小学校 １０人 １人 
本庄南中学校 ２１人 ７人 

児玉小学校 ４人 ２人 

金屋小学校 ５人 １人 児玉中学校 １２人 １人 

資料２ 



⇒送迎が不可能な場合は、そのまま地元の学校に通学することとなり、このケースにおい

ては、当該児童生徒の困難さが増す。ただし、児童生徒本人に日本語能力に問題がない

場合でも、学校と保護者とのコミュニケーショーンにおいて課題の見られるケースが少

なくない。 

○平成２１年度に埼玉県が文部科学省から帰国・外国人児童生徒受入促進事業の指定を受けた

ことに伴い、県内で鴻巣市と本庄市の二市が、県からの委託により本事業を実施。 

⇒本事業における主な取組内容は、 

「①帰国・外国人児童生徒等の現状の把握と分析」 

「②帰国・外国人児童生徒への日本語指導や適応指導の充実を図る支援体制の整備」 

等が取組内容。補助金として、通訳に対する賃金が計上されており、本市の通訳の勤務時

間を通常よりも延長し（５時間４５分勤務を７時間４５分勤務として対応）、児童生徒へ

の支援を手厚く行うことが可能となった。 

⇒外国人児童生徒受入促進事業の実施にあたり、平成２１年度に先進的な取組を行っている

群馬県太田市の視察。 

・太田市では、日本語がほぼ全く理解できない状態で就学又は転入してくる児童生徒に対

する初期指導を行う場として、太田市が所有する施設の中に初期指導教室を設置。退職

教員等を市費職員として採用。 

・外国人児童生徒に対して、個別指導の形態で一定期間の日本語初期指導を実施。ある程

度のサバイバル日本語などが身に付いた段階で、地元の小中学校で学習する方式を導入。

本市のように小中学校内に日本語指導教室が設置されている学校もあり。ある程度の日

本語が身に付いた段階で学校に就学又は転入してくるため、小中学校における日本語指

導教室の運営がしやすい形をつくることができている。 

 

２ 外国人児童生徒等に関する課題 

○日本語指導加配教員について 

日本語指導に係る教員は、年度ごとの加配による配置であり、その決定は年度末となる。

したがって、臨時的任用教員の対応となってしまう。日本語指導教室の経営を長期的な計画

に基づいて実施し、外国人児童生徒が安心して学習できる環境を整えていくためには、日本

語指導教室担当者の定数措置が必要である。 

 ○日本語指導教室等の設置がなく外国人児童生徒が在籍している学校について 

   日本語指導教室が設置されておらず、通訳もいないという学校に日本語指導を必要とする

外国人児童生徒が在籍しており、対応が難しくなっている。県と連携し、日本語指導教室を

柔軟に設置することのできる体制づくりが必要である。 

 ○多国籍にわたる外国人児童生徒への対応について 

   本市における外国人児童生徒の主な出身国は、ブラジル、ペルー、フィリピンであるが、

その他にも、中国、ベトナム、韓国、台湾、タイ、モンゴル、インド、パキスタン、アルゼ

ンチン、ボリビア、ネパール、トルコ、マレーシアと多岐にわたっている。市費で配置して



いる通訳は、ポルトガル語とスペイン語のみであることから、保護者対応を含めて困難な状

況が見られている。多言語の通訳の配置が必要である。 

 ○保護者対応について 

言語の壁はもちろんのことであるが、文化や考え方の違いからも、保護者とのすれ違いや

誤解などが生まれ、対応に苦慮することが少なくない。 

○高校受験及び進学について 

中学校においては、義務教育終了後の進学にあたり、高校受験が可能な学力（日本語能力

を含めて）をいかに身に付けさせることができるかに苦慮している。生活言語としての日本

語が身に付けていても、学習言語の獲得に困難さを示している生徒が少なからず見られてい

る。 

 

３ 外国人児童生徒等への対応にあたっての方策や要望 

 ○本務者対応の日本語指導教員の配置（定数化）。 

 ○市費による多言語の通訳の配置に対する国等からの補助。 

 ○日本語指導教室の柔軟な設置、日本語指導教室担当者の育成及び指導力の向上。 

 ○日本語が全く話せない児童生徒のための日本語初期指導教室の設置。 






